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平成２４年１２月１２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年（行ケ）第１０４３４号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年１１月２１日 

            判    決 

          原       告   ナ サ コ ア 株 式 会 社  

          同訴訟代理人弁理士   永 井 義 久 

                      井 上  一 

          被       告   住 友 化 学 株 式 会 社 

          同訴訟代理人弁理士   辻  邦 夫 

                      辻  良 子 

            主    文 

       原告の請求を棄却する。 

       訴訟費用は原告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

特許庁が無効２０１１－８０００８０号事件について平成２３年１１月１５日に

した審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の後記２の本件発明に係

る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たな

いとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，

後記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。 

１ 特許庁における手続の経緯 

(1) 被告は，昭和５９年６月８日，発明の名称を「蓄熱材の製造方法」とする

特許を出願し（特願昭５９－１１８７３８），平成６年８月８日に設定登録（特許

第１８６３４１４号）された（甲６。請求項の数１。以下「本件特許」といい，そ
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の明細書（甲６）を「本件明細書」という。）。 

(2) 原告は，平成２３年５月２４日，本件特許について特許無効審判を請求し，

特許庁に無効２０１１－８０００８０号事件として係属した。 

(3) 特許庁は，平成２３年１１月１５日，「本件審判の請求は，成り立たな

い。」との本件審決をし，同月２５日，その謄本が原告に送達された。 

２ 本件発明の要旨 

特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下，本件特許に係る発明を「本件

発明」という。 

過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水および硫酸カルシウム２水塩を一括混合

し撹拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の

製造方法 

３ 本件審決の理由の要旨 

(1) 本件審決の理由は，要するに，本件発明は，後記アないしエの引用例１な

いし４に記載された発明及び後記オの周知例に記載された事項に基づいて当業者が

容易に発明をすることができたものといえない，というものである。 

ア 引用例１：米国特許第４２８８３３８号明細書（昭和５６年９月８日発行）

（甲１の１） 

イ 引用例２：特開昭５７－１４９３７９号公報（甲２） 

ウ 引用例３：特開昭５８－１３６６８４号公報（甲３） 

エ 引用例４：特公昭５７－６１２９７号公報（甲４） 

オ 周知例：「石膏」１ないし１２６頁，技報堂，昭和４０年３月１０日発行

（甲５） 

(2) 本件審決が認定した引用例１に記載された発明（以下「引用発明」とい

う。）並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。 

ア 引用発明：過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムと，硫酸カルシウム半水和

塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体と，の混
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合物を調整する工程と，前記混合物に水を混合し，前記混合物が混合凝固体となる

まで撹拌する（agitated until the mixture solidifies）工程と，を含む蓄熱材

の製造方法 

イ 一致点：過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水，硫酸カルシウムを混合し

撹拌することによる蓄熱材の製造方法である点 

ウ 相違点１：「硫酸カルシウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム２水

塩」を使用するのに対して，引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫

酸カルシウム無水塩」を使用する点 

エ 相違点２：本件発明は，「一括混合し撹拌することによって粘稠な組成物を

得る」工程を有するのに対して，引用発明は，「混合物が混合凝固体となるまで撹

拌する（agitated until the mixture solidifies）」工程を有する点 

４ 取消事由 

本件発明の容易想到性に係る判断の誤り 

(1) 相違点１の認定の誤り  

(2) 相違点１に係る判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

〔原告の主張〕 

１ 相違点１の認定の誤り 

本件審決は，前記第２の３(2)ウのとおり，本件発明と引用発明との相違点１と

して，「「硫酸カルシウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム２水塩」を使

用するのに対して，引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシ

ウム無水塩」を使用する点」と認定した。 

しかし，引用例１の特許請求の範囲には，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性

硫酸カルシウム無水塩からなる群から選択される多孔性固体」と記載されているか

ら，硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩の両方を使用するこ

とは必須ではなく，その一方だけを使用してもよいものである。 
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したがって，この点についての相違点としては，「「硫酸カルシウム」として，

本件発明は，「硫酸カルシウム２水塩」を使用するのに対して，引用発明は，「硫

酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩からなる群から選択される

化合物」を使用する点」と認定すべきであり，本件審決による上記認定は誤りであ

る。 

２ 相違点１に係る判断の誤り 

(1) 本件審決は，引用例２ないし４によれば，チォ硫酸ナトリウム５水和塩，

塩化カルシウム６水和塩，酢酸ナトリウム３水和塩などの水和塩を使用する蓄熱材

において，過冷却を防止する目的で発核材として，無水硫酸カルシウム，硫酸カル

シウム半水塩，硫酸カルシウム２水塩が使用されることは，本件出願前に公知であ

ったと認定したが，引用発明において使用される硫酸カルシウムと，引用例２ない

し４に記載された公知技術において使用される硫酸カルシウムとは，別異の目的で

使用された成分であるから，引用発明に対し引用例２ないし４に記載された公知技

術を組み合わせるべき動機付けがあるとはいえないと判断した。 

しかし，本件発明の特許請求の範囲には，蓄熱材の製造方法として，「硫酸カル

シウム２水塩」が何の目的で使用されるのかについて規定はない。 

したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて，硫酸カルシウム２水

塩を適用することの容易想到性を判断する際に，硫酸カルシウム２水塩の使用目的

に共通性がない場合には，引用発明に引用例２ないし４に記載された公知技術を組

み合わせる動機付けがないとする判断手法は不当である。 

(2) 化合物の適用可能性については，化学反応変化が公知である場合には，そ

の化学変化前の化合物が使用可能であれば，化学変化後の化合物も当然に使用可能

であるとの当業者の常識が働き，化学変化前の化合物に対し化学変化後の化合物を

置換可能なものとして採用し得るものと容易に判断できる。 

これを本件についてみると，周知例には，硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸

カルシウム無水塩が水和によって硫酸カルシウム２水塩になることが技術常識とし
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て記載されているところ，本件発明の混合撹拌においては，水系で混合撹拌が行な

われるのであるから，引用発明の「硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウ

ム無水塩」が単に水和によって「硫酸カルシウム２水塩」になる技術常識の下では，

当業者において，引用発明の硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水

塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を使用することの動機が生起することは明らか

である。 

そして，引用発明の硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水塩は，

固液分離を防止する目的のために使用されており，置換した硫酸カルシウム２水塩

を本件発明と同様に固液分離を防止するために使用する程度のことは当業者が容易

に想い付くものである。 

(3) 本件出願時には未公開であった甲８（特公平４－２２１９８号公報）には，

硫酸カルシウム半水塩及び水和性無水硫酸カルシウムが，硫酸ナトリウム１０水塩

の固液分離防止剤として機能することが開示されているところ，ここでいう水和性

無水硫酸カルシウムは，引用発明における溶解性硫酸カルシウム無水物と同義であ

る。したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水塩及び溶解性硫酸カルシウム無水

物は，硫酸ナトリウム１０水塩に対し，固液分離防止剤として機能する。 

また，甲８では，引用発明の硫酸カルシウム半水塩及び溶解性硫酸カルシウム無

水物自体が，そのままで固液分離防止剤として機能するのではなく，硫酸カルシウ

ム２水塩となった時点で，固液分離防止剤として機能することも明らかにされてい

る。 

甲８に記載された上記事項は，本件出願前には公知ではなかったが，その発明思

想及び反応原理は当業者が技術水準を量るものとして参考にできるものであり，こ

れによれば，当業者にとって引用発明の硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カル

シウム無水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を使用することの動機付けがあった

というべきである。 

(4) 確かに，引用発明において使用される硫酸カルシウムは固液分離を防止す
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る目的であり，引用例２ないし４に記載された公知技術において使用される硫酸カ

ルシウムは，過冷却防止の目的であり，別異の目的で使用された成分であるが，引

用例２ないし４には，少なくとも無水硫酸カルシウム又は硫酸カルシウム半水塩と，

硫酸カルシウム２水塩とは，過冷却防止の目的の下であるとしても相互に置換可能

なものであることが教示又は示唆されているのであるから，引用発明の硫酸カルシ

ウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を使

用することの阻害要因は見いだせない。むしろ，硫酸カルシウム半水塩又は可溶性

硫酸カルシウム無水塩は水和によって硫酸カルシウム２水塩になるという技術常識

からすると，その置換の可能性は格別なものではなく，硫酸カルシウム２水塩の採

用を想到することは何ら格別のことではない。 

(5) 引用例１は，チォ硫酸ナトリウム５水塩を基材とする融解熱材料では，硫

酸カルシウム半水塩が固液分離剤として機能することを明らかにしている。 

そうすると，引用例２に記載された発明で使用される硫酸カルシウム半水塩は，

引用例２では，過冷却防止剤又は核形成剤（発核材）であると言及されているもの

の，蓄熱材の基材としてチォ硫酸ナトリウム５水塩を共通にしているのであるから，

引用例２に記載された発明においても，固液分離剤としても機能するであろうこと

を予想させるものである。してみると，当業者にとって，引用例２に記載された発

明において，二者択一的に同様の機能を有するものとして認識されている硫酸カル

シウム２水塩も固液分離剤としても機能するであろうことが予想されるのである。 

したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩

を適用する動機付けがあることは明らかである。 

(6) 以上によれば，相違点１に係る本件審決の判断は誤りである。 

〔被告の主張〕 

１ 相違点１の認定の誤りについて 

本件審決は，相違点１の容易想到性の判断に当たり，引用発明が硫酸カルシウム

半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩の両者を使用することを必須とするとい
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う認定を前提としてはいない。 

したがって，相違点１の認定の誤りが本件審決の結論に影響するものであるとの

原告の主張は理由がない。 

２ 相違点１に係る判断の誤りについて 

(1) 引用発明における硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩

を適用するというのであれば，代替材料になる硫酸カルシウム２水塩には，硫酸カ

ルシウム半水塩の使用目的である固液分離防止剤としての機能を発揮することが求

められる。 

しかし，引用例２ないし４における硫酸カルシウム２水塩は，過冷却防止の目的

で使用されているのであるから，この引用例２ないし４の記載事項に基づいて，引

用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用することの

動機付けが生じる余地はない。 

(2) 原告は，化学反応変化が公知である場合には，化学変化前の化合物に対し

化学変化後の化合物を置換可能なものとして採用し得るものと容易に判断できるな

どと主張する。 

しかし，原告が主張するような当業者の常識は存在せず，原告の主張は失当であ

る。 

(3) 原告は，甲８に記載された発明思想及び反応原理は当業者が技術水準を量

るものとして参考にできるものであり，これによれば，当業者にとって引用発明の

硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水塩に代えて，硫酸カルシウム

２水塩を使用することの動機付けがあったというべきであると主張する。 

しかし，甲８は，原告も認めているとおり，本件出願前の公知技術を示すもので

はないから，その記載事項は本件発明の容易想到性の判断に影響を及ぼすものでは

ない。原告の主張は失当である。 

(4) 原告は，引用例２ないし４には，少なくとも無水硫酸カルシウム又は硫酸

カルシウム半水塩と，硫酸カルシウム２水塩とは，過冷却防止の目的の下であると
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しても相互に置換可能なものであることが教示又は示唆されているから，引用発明

において，硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水塩に代えて，硫酸

カルシウム２水塩を使用することに阻害要因はなく，硫酸カルシウム２水塩の採用

に想到することは何ら格別のことではないなどと主張する。 

しかし，蓄熱材における過冷却現象は固液分離現象とは異なる現象であるから，

過冷却現象に関する知見をそのまま固液分離現象に当て嵌めることはできない。無

水硫酸カルシウム又は硫酸カルシウム半水塩と硫酸カルシウム２水塩とが過冷却防

止効果を奏する発核材として相互に置換可能である事例が存在しているからといっ

て，この知見に基づいて，固液分離防止剤として機能する引用発明の硫酸カルシウ

ム半水塩ないし無水塩に置き換えることが可能な材料として，硫酸カルシウム２水

塩を認識することはできない。原告の主張は失当である。 

(5) 原告は，引用例１ではチォ硫酸ナトリウム５水塩を基材とする融解熱材料

では，硫酸カルシウム半水塩が固液分離剤として機能することが記載されているか

ら，引用例２において，硫酸カルシウム半水塩と二者択一的に同様の機能を有する

ものとして認識されている硫酸カルシウム２水塩も，固液分離剤としても機能する

であろうことが予想されるとして，引用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫

酸カルシウム２水塩を適用する動機付けがあることは明らかであると主張する。 

しかし，引用例２ないし４の記載事項からすれば，引用発明において，主材とな

る水和塩としてチォ硫酸ナトリウム５水塩を用いる場合には，固液分離防止剤とし

て配合される硫酸カルシウムの半水塩が発核材としての機能を発揮する可能性があ

るとはいえるとしても，硫酸カルシウム２水塩に関しては，チォ硫酸ナトリウム５

水塩（引用例２），塩化カルシウム６水塩（引用例３）及び酢酸ナトリウム３水塩

（引用例４）が主材である蓄熱材において，発核材ないし結晶核形成剤として機能

して過冷却防止効果を示すことが分かるだけであって，引用発明において，固液分

離防止剤として機能する硫酸カルシウムの半水塩ないし無水塩と置き換えることの

できる材料として認識することはできない。原告の主張は失当である。 
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第４ 当裁判所の判断 

１ 本件発明について 

(1) 本件発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本件明細書（甲

６）には，本件発明について，概略，次の記載がある。 

ア 本件発明は硫酸ナトリウム１０水塩（Ｎａ２ＳＯ４・１０Ｈ２Ｏ）を主材とす

る長期安定性の優れた蓄熱材に関する。 

イ 従来，含水塩化合物を利用した蓄熱の実用化における問題点には，第１に，

含水塩化合物は融解，凝固の相変化が融解，凝固点で生起しない場合が多く，いわ

ゆる過冷却現象を呈することがある。このような過冷却を防止する方法としては，

過冷却防止剤として硼砂を添加する方法がある。第２の問題点は，相変化の過程で

生成する無水塩が沈降することによる固液分離現象が起こることである。例えば，

Ｎａ２ＳＯ４・１０Ｈ２Ｏは３２．４℃で分解し，無水塩が生成するが，この無水塩

は液底に沈降する。これを３２．４℃以下に冷却すると表面層の無水塩は復水して

Ｎａ２ＳＯ４・１０Ｈ２Ｏとなるが，この結晶が表面を覆うために底部の無水塩は復

水が抑制される。したがって，無水塩の沈降を防止する必要がある。一般に，沈降

防止のためには固液分離防止剤が使用されるが，天然ゴムなどの有機材料は徐々に

加水分解され，又は生物により分解される可能性があり，また，多孔性支持体等の

無機材料は，特定地域でしか産出しない天然物であるか又は高価なものである上，

蓄放熱のサイクルを長期間繰り返すことにより粘度が次第に低下し，固液分離現象

が発生する傾向があり，十分とはいえない。 

ウ 本件発明の発明者らは上記の現状に鑑み，硫酸ナトリウム１０水塩を主材と

する長期安定性の優れた蓄熱材について検討を重ねた結果，固定（判決注：「固

液」の誤記と認める。）の分離防止剤として硫酸カルシウム２水塩を添加すること

により安定性が著しく改善されることを見出し，本件発明を完成させたものである。 

Ｎａ２ＳＯ４－Ｈ２Ｏ系の混合物に硫酸カルシウム２水塩を添加して撹拌すると，

Ｎａ２ＳＯ４・ＣａＳＯ４等の複塩が生成される。これらの複塩の結晶は微細な針状



 10

晶であるから，これらがからみあって系全体に充満し，マトリツクスを形成し，こ

のマトリツクスが固液分離防止の効果を有する。 

上記のような水中における硫酸カルシウム２水塩の複塩生成反応は，硫酸カルシ

ウムの溶解→反応→複塩の析出という過程を経るために反応完結までに時間を要す

る。したがって，Ｎａ２ＳＯ４－Ｈ２Ｏ系に硫酸カルシウム２水塩を添加後，ある程

度の複塩が析出し，これによってスラリーの粘度が上昇するまで撹拌・混合を継続

する必要がある。この一部分の析出した結晶によって未反応の硫酸カルシウムの沈

降が防止され，系内に均一に結晶が析出することになる。 

エ 過冷却防止剤としてはホウ砂が有効に使用され，固液分離防止剤として使用

される硫酸カルシウム２水塩としては，合成石膏，副生石膏などがある。 

オ 本件発明の方法によれば，固液分離抑制効果が著しく，安定性が飛躍的に向

上するものであり，これによって，蓄熱材の実用化に寄与するところ大である。 

カ 実施例２ 

無水硫酸ナトリウム（３６．３７部），水（４６．１４部），塩化ナトリウム

（７．４８部），硫酸カルシウム２水塩（７．００部），ホウ砂（３．００部）の

混合物を３５℃で５０分撹拌後粘調な組成物を得た。これを約３０℃で１日放置す

ると揺変性のない固形物となった。この組成物を４０℃⇄ １０℃の温度サイクルを

７８回行い，硬度，浮水の発生状態及び融解熱の変化をみると，第１表のとおり，

温度サイクルの前後とも，硬度は良好で，浮き水はなく，融解熱は３０cal／ｇで

あった。 

キ 実施例３ 

無水硫酸ナトリウム（３５．５６部），水（４５．１２部），塩化ナトリウム

（７．３２部），硫酸カルシウム２水塩（９．００部），ホウ砂（３．００部）の

混合物を３５℃で４０分撹拌後粘調な組成物を得た。このものを約３０℃で１日放

置すると，揺変性のない固形物となった。この組成物を４０℃⇄ １０℃の温度サイ

クルを７８回行い，硬度，浮水の発生状態及び融解熱の変化をみると，第１表のと
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おり，温度サイクルの前後とも，硬度は良好で，浮き水はなく，融解熱は２７cal

／ｇであった。 

(2) 以上の記載からすると，本件発明は，硫酸ナトリウム１０水塩を主材とす

る蓄熱材において，固液分離を防止するために硫酸カルシウム２水塩を用い，他の

原料である過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水と一括混合し撹拌することによ

り所定の複塩を生成し，これにより，固液分離を著しく抑制するとの効果を奏する

というものである。 

２ 引用発明について 

(1) 引用発明は，前記第２の３(2)ア記載のとおりであるところ，引用例１（甲

１の１）には，引用発明について，概略，次の記載がある。 

ア 特許請求の範囲 

【請求項６】熱エネルギー貯蔵用組成物の製造方法であって，水和塩と，前記水和

塩の塩部分の重量に対して約１５重量％～約７５重量％の，硫酸カルシウム半水和

塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体と，核形

成剤と，の混合物を調製する工程と，前記混合物に水を混合し，前記混合物を前記

混合凝固体となるまで撹拌する工程と，を含む方法 

【請求項７】請求項６において，前記水和塩が，硫酸ナトリウム１０水和塩，チォ

硫酸ナトリウム５水和塩，炭酸ナトリウム１０水和塩，リン酸二ナトリウム１２水

和塩，塩化カルシウム６水和塩，硝酸カルシウム４水和塩からなる群から選択され

る方法 

イ 発明の詳細な説明 

(ア) 引用発明は，加熱・冷却サイクルを繰り返しても層状化しない太陽熱貯蔵

用融解熱混合物に関する。 

(イ) 近年，固体（通常は結晶）状態と溶融状態との間のサイクル時に生じる化

合物の融解熱を利用する熱貯蔵装置が注目されている。ほとんどの融解熱材料は水

和塩及びその共晶であるが，研究が盛んに行われてきた融解熱材料は硫酸ナトリウ
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ム１０水和塩である。 

(ウ) 融解熱材料を太陽熱暖房装置に使用する場合には，いくつかの問題が生じ

る。例えば，静止溶液において生じ得る過冷却を回避するために核形成剤を使用す

ることが望ましい。また，硫酸ナトリウム１０水和塩を使用した融解熱材料を利用

する場合には，融解熱材料の一部が溶解時に放出される結晶水に溶解しないという

問題が生ずる。これは硫酸ナトリウムは高い密度のために溶解時に飽和溶液内にお

いて沈降し，混合物が再び固化すると，溶解した硫酸ナトリウムは結晶水と結合す

るが，容器の底部近傍の硫酸ナトリウム結晶は水が不十分なために再結合して完全

な硫酸ナトリウム１０水和塩分子となることができず，また，容器の底部又は底部

近傍の硫酸ナトリウム結晶の一部は近接する水分子と再結合して硫酸ナトリウム１

０水和塩結晶の固体層を形成し，その固体層により，固体層の下部において硫酸ナ

トリウムと残りの結晶水との再結合が妨げられる結果，無水硫酸ナトリウム結晶の

下部層，硫酸ナトリウム１０水和塩結晶の中間層，飽和溶液の上層という３つの異

なる層が形成されるというものである。 

(エ) 撹拌又はその他の適当な手段によって固化時に塩を均質化することができ

れば，融解熱を繰り返し放出させることができるので，硫酸ナトリウム１０水和塩

結晶を溶解・固化させるサイクル時に塩の容器を振盪又は撹拌する装置が提案され

ているが，反復サイクル時に硫酸ナトリウム溶液を振盪又は撹拌することは必ずし

も容易ではない。溶解・固化サイクル時に均質性を確保する水和塩の融解熱装置の

ためのその他の手段としては，水和塩を熱回収サイクルにおいて溶解する際にゲル

又は粘度の高い密集物を得るための添加剤としての各種増粘剤の使用が挙げられる。

 しかし，水和塩混合物を安定化させるために使用される材料の多くは，限られた

サイクル数においてのみ効果を示す。有機材料は，バクテリア又は酵素の作用によ

って加水分解又は分解される。殺菌剤によって有機材料の分解を遅延させることが

できるが，最終的には水和塩混合物を再び充填しなければならない。シリカゲル及

び粘土材料は，増粘性によって水和塩混合物の容器への充填を妨げる。 
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(オ) したがって，引用発明の目的は，水和塩から放出された水が結晶化・溶解

サイクル時に塩から分離することが少ない改良された融解熱混合物を提供すること

にある。また，引用発明の別の目的は，加熱・冷却サイクルを繰り返した場合にお

ける水和塩融解熱貯蔵装置の層状化を防止することにある。 

(カ) 引用発明の多孔性固体は，融解サイクル時に水和塩から放出される結晶水

を取り込む。多孔性固体は，塩に近接して水を保持し，溶解・結晶化サイクル時に

おける層状化を防止する。 

(キ) 結晶化サイクル時に溶液が過冷却することを防止するために公知の核形成

剤を添加する。好ましくは，核形成剤は硼砂（四ホウ酸ナトリウム１０水和塩）で

ある。 

また，引用発明において好ましい多孔性固体は，硫酸カルシウム半水和塩又は溶

解性硫酸カルシウム無水物である。カルシウム２水和塩を加熱すると，結晶水が二

段階で放出されて半水和塩が形成され，最終的に無水塩となる。 

(ク) 引用発明では，硫酸カルシウム半水和塩，溶解性硫酸カルシウム無水物又

はそれらの混合物を多孔性固体として使用し，融解熱混合物の調製時には，水和塩

の塩部分を核形成剤及び多孔性固体と乾燥混合することが好ましい。次に，混合物

に使用される塩の水和塩を形成するために十分な量の水を混合物に添加する。また，

多孔性固体が硫酸カルシウム無水物を含む場合には，十分な量の水を添加すること

によってカルシウム半水和塩の形成を完了させる。そして，乾燥材料と水の混合物

が混合凝固体となるまで撹拌する。それにより，水和塩の結晶水が多孔性固体の細

孔内及び塩の近傍において保持され，結晶化サイクル時の水和塩の再形成を促進す

る。 

(2) 以上の記載からすると，引用発明は，硫酸ナトリウム１０水和塩を主材と

する熱エネルギー貯蔵用組成物において，水和塩から放出される結晶水を取り込み，

塩に近接して水を保持して，溶解・結晶化サイクル時における層状化を防止するた

めに（すなわち，固液分離を防止するために），硫酸カルシウム半水和塩及び溶解
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性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体を用い，他の原料で

ある過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムとの混合物を調整し，混合物に水を混合

し，混合凝固体となるまで撹拌することにより，水和塩の結晶水を多孔性固体の細

孔内及び塩の近傍に保持し，水和塩の再形成を促進するとの効果を奏するというも

のである。 

３ 引用例２ないし４について 

(1) 引用例２について 

引用例２（甲２）には，概略，次の記載がある。 

ア 本発明は，チォ硫酸ナトリウム５水塩の過冷を防止し，所定温度で蓄熱－放

熱が行われる蓄熱材を提供することにある。 

イ 核発生には大きなエネルギーを必要とし，過冷却現象はこのエネルギー障壁

のために生ずることが知られている。この過冷を防止するため核物質を添加する方

法が行われている。 

ウ チォ硫酸カルシウムの発核材を実験検討した結果，ナフタリンが他の物質に

比較して著しい発核作用を有することが認められた。また，硫酸カルシウムが発核

材として有効であることがわかった。 

エ 硫酸カルシウムは結晶水を有する水和物又は無水物のいずれかの形態で添加

してもよい。 

オ 実施例２ 

チォ硫酸ナトリウム５水塩２０ｇに 硫酸カルシウム１重量％添加した試料を調

整し，ガラス管中に封入した。これを７０℃に加熱して十分に融解させた後，冷却

して凝固点を測定した結果，４２～４３℃で凝固し，過冷却防止効果が認められた。 

(2) 引用例３について 

引用例（甲３）には，概略，次の記載がある。  

ア 本発明は，塩化カルシウム６水塩の過冷却現象を抑制し，蓄熱材料として利

用し易い物質に改質することを目的とする。 
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イ 塩化カルシウム６水塩の核生成を容易にする発核剤を試行錯誤探索した結 

果，硫酸カルシウム（ＣａＳＯ４）及びその誘導体が発核剤として著しく効果があ

ることがわかった。 

ウ 硫酸カルシウム（ＣａＳＯ４）の誘導体としては，硫酸カルシウム２水塩

（ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ）があるが，この場合にもＣａＳＯ４添加の場合と同様，過

冷却度は５℃程度に抑えることができた。 

(3) 引用例４について 

引用例４（甲４）には，概略，次の記載がある。 

ア 本発明は，酢酸ナトリウム３水塩の過冷却現象を防止し，安価で，吸放熱性

能の安定した，蓄熱密度の高い蓄熱材組成物を提供することを目的とする。 

イ 本発明においては，硫酸カルシウム２水塩が酢酸ナトリウム３水塩と接触し

て核形成剤として有効に作用するのである。 

ウ 実施例１で調整した原料（酢酸ナトリウム３水塩１００重量部に対して微粉

末シリカ３重量部）３０ｇに硫酸カルシウム２水塩０．１５ｇを添加し，撹拌混合

した蓄熱剤組成物を実施例１と同様（内径１８㎜，長さ１８０㎜の試験管に入れ，

その中央部に熱電対を挿入し，上端をゴムで密封した上，７７℃の恒温水槽に浸漬

して放熱冷却させる）にして，その放熱冷却の温度変化を測定した結果，この蓄熱

剤組成物が過冷却を起こすことなく，約５７℃で長時間固化放熱を行っていること

が確認された。 

(4) 以上の各記載からすると，チォ硫酸ナトリウム５水和塩，塩化カルシウム

６水和塩，酢酸ナトリウム３水和塩などの水和塩を使用する蓄熱材において，過冷

却を防止する目的で，発核剤として，無水硫酸カルシウム，硫酸カルシウム半水塩，

硫酸カルシウム２水塩が使用されることは，本件出願当時において，公知であった

ということができる。なお，引用例２ないし４には，蓄熱材において，固液分離現

象を防止するために，無水硫酸カルシウム，硫酸カルシウム半水塩及び硫酸カルシ

ウム２水塩を使用することの記載や示唆はない。 
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４ 周知例について 

(1) 周知例（甲５）には，概略，次の記載がある。 

ア 二水セッコウは，純化学的には硫酸カルシウム２水和物と称すべきもので，

ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏなる分子式に示される化合物の慣用化した化学物質名である。 

イ 半水セッコウは，純化学的には硫酸カルシウム半水和物と称すべきもので，

ＣａＳＯ４・１／２Ｈ２Ｏなる分子式に示される化合物の慣用化した化学物質名で

ある。 

ウ Ⅲ型無水セッコウは，可溶性無水セッコウとして古くから知られている無水

塩の一種で，γ・ＣａＳＯ４として表されてきた最も溶解度の高い無水セッコウの

物質名である。 

エ 半水塩が水和によって２水塩になることは，その反応機構の論争を考慮する

必要もなく，古くから明白な事実として知られている。  

オ 図２．２には，無水塩であるⅢ型無水セッコウ（可溶性無水セッコウγ・Ｃ

ａＳＯ４）が，水和によって２水塩である二水セッコウ（硫酸カルシウム２水和物

ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ）になることが示されている。 

(2) 以上の各記載からすると，本件出願当時，硫酸カルシウム半水和物及び可

溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウム２水和物になることは，技術常識

であったということができる。 

５ 相違点１の認定の誤りについて 

原告は，引用例１の特許請求の範囲には，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性

硫酸カルシウム無水塩からなる群から選択される多孔性固体」と記載され，「硫酸

カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩」の両者を使用することが必

須ではなく，それらの一方を用いるのでもよいことが明らかにされているから，本

件審決による相違点１の認定は誤りであり，この点に係る相違点としては，「「硫

酸カルシウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム２水塩」を使用するのに対

して，引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩か
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らなる群から選択される化合物」を使用する点」とすべきであったと主張する。 

確かに，引用例１の特許請求の範囲の請求項６には，「硫酸カルシウム半水和塩

及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体」と記載さ

れ，本件審決も，引用発明について，「硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カ

ルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体」を用いる発明と認定してい

るから，これを前提とすれば，本件発明と引用発明との相違点１は，「「硫酸カル

シウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム２水塩」を使用するのに対して，

引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる

群から選択される化合物」を使用する点」とすべきであり，この限りにおいて，本

件審決の相違点１の認定は正確さを欠くものである。 

しかしながら，本件審決は，上記のとおり，引用発明について，「硫酸カルシウ

ム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固

体」を用いる発明と正しく認定しており，また，相違点１の検討に当たっても，

「引用発明において，「硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物

からなる群から選択される」硫酸カルシウムは，固液分離を防止する目的のために

使用されているのであって，過冷却防止の目的で使用されているのではないことは

明らかである」旨判断しており，引用発明が，硫酸カルシウムとして，硫酸カルシ

ウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される化合物を

用いるものであることを認識した上で，相違点１について判断している。 

そうすると，本件審決の相違点１の認定は正確さを欠くものではあるが，これが

本件審決の結論に影響を及ぼす誤りであるとまではいえない。 

６ 相違点１に係る判断の誤りについて 

(1) 前記１のとおり，本件発明は，硫酸ナトリウム１０水塩を主材とする蓄熱

材において，固液分離を防止するために硫酸カルシウム２水塩を用い，他の原料で

ある過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水と一括混合し撹拌することにより所定

の複塩を生成し，これにより，固液分離が著しく抑制されるというものである。 
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他方，前記２のとおり，引用発明は，硫酸ナトリウム１０水和塩を主材とする熱

エネルギー貯蔵用組成物において，水和塩から放出される結晶水を取り込み，塩に

近接して水を保持して，溶解・結晶化サイクル時における層状化を防止するために

（すなわち，固液分離を防止するために），硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫

酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体を用い，他の原料である

過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムとの混合物を調整し，混合物に水を混合し，

混合凝固体となるまで撹拌することにより，水和塩の結晶水を多孔性固体の細孔内

及び塩の近傍に保持し，水和塩の再形成を促進するというものである。 

本件発明と引用発明とは，いずれも，硫酸ナトリウム１０水塩を主材とする蓄熱

材（熱エネルギー貯蔵用組成物）において，固液分離を防止するために硫酸カルシ

ウムを用いる点で共通するものの，本件発明では，その硫酸カルシウムとして，硫

酸カルシウム２水塩を用いるのに対して，引用発明では，硫酸カルシウム半水和塩

及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体を用いる点

で相違する。 

(2) この点に関し，引用例２には，チォ硫酸ナトリウム５水塩を主成分とする

蓄熱材において，過冷却を防止するために硫酸カルシウムを用いること，引用例３

には，塩化カルシウム６水塩を主成分とする蓄熱材において，過冷却を防止するた

めに硫酸カルシウムを用いること，引用例４には，酢酸ナトリウム３水塩を主成分

とする蓄熱材において，過冷却を防止するために硫酸カルシウム２水塩を用いるこ

とが記載されている。 

しかしながら，上記のとおり，引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及び

溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は，固液分離を

防止するために用いられるものである。したがって，引用例２ないし４に記載され

ているように，硫酸カルシウム２水塩が，硫酸カルシウム半水和塩や硫酸カルシウ

ム無水物と並んで，各種蓄熱材において過冷却を防止するために用いられることが

公知であったとしても，引用発明において固液分離を防止するために用いられる硫
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酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される

多孔性固体に代えて，硫酸カルシウム２水塩を用いる動機付けはないというべきで

ある。 

(3) また，前記４(2)のとおり，周知例の記載によれば，本件出願当時，硫酸カ

ルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウム２水和物

になることは，技術常識であったということができる。 

しかしながら，引用発明は，固液分離を防止するために，硫酸カルシウム半水和

塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体を用い，

他の原料との混合物を混合凝固体となるまで撹拌することにより，水和塩の結晶水

を多孔性固体の細孔内及び塩の近傍に保持し，水和塩の再形成を促進するというも

のであって，硫酸カルシウム２水和物を用いるものではなく，まして，本件発明の

ように特定の複塩を形成することによって固液分離を抑制しようとするものではな

い。また，引用例１には，過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムと，上記多孔性固

体との混合物を調整し，混合物に水を混合することについて，「混合物に使用され

る塩の水和塩を形成するために十分な量の水を混合物に添加する。また，多孔性固

体が硫酸カルシウム無水物を含む場合には，十分な量の水を添加することによって

カルシウム半水和塩の形成を完了させる。」と記載されており，この記載によれば，

引用発明において，硫酸カルシウム無水物を用いる場合であっても，水和によりカ

ルシウム半水和塩を形成するにとどまるものであり，引用例１には，硫酸カルシウ

ム２水和物を形成することは記載も示唆もない。 

そうすると，上記のとおり，周知例の記載によれば，硫酸カルシウム半水和物及

び可溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウム２水和物になることが技術常

識であったと認められるとしても，引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及

び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて，硫

酸カルシウム２水塩を用いる動機付けはないというべきである。 

(4) 以上によれば，相違点１に係る本件発明の構成は，引用発明並びに引用例
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２ないし４及び周知例に記載された事項に基づき，当業者が容易に想到することが

できたものということはできない。 

(5) 原告の主張について 

ア 原告は，本件発明の特許請求の範囲では，硫酸カルシウム２水塩の使用目的

が規定されていないから，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて，硫酸カル

シウム２水塩を適用することの容易想到性を判断する際に，硫酸カルシウム２水塩

の使用目的に共通性がない場合には動機付けがあるとはいえないとの判断手法は不

当であると主張する。 

しかしながら，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無

水物からなる群から選択される多孔性固体は固液分離を防止するために用いられる

ものであるのに対し，引用例２ないし４に記載された硫酸カルシウム２水塩は過冷

却防止剤として用いられるものであり，その解決すべき課題（使用目的）に共通性

がない以上，引用例１に接した当業者において，引用発明の硫酸カルシウム半水和

塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用すべき動機付けがあるということはでき

ないのであって，これに反する原告の主張は採用することができない。 

イ 原告は，甲８に記載された発明思想及び反応原理は当業者が技術水準を量る

ものとして参考にできるものであって，これによれば，当業者にとって引用発明の

硫酸カルシウム半水塩又は可溶性硫酸カルシウム無水塩に代えて，硫酸カルシウム

２水塩を使用することの動機付けがあったというべきであると主張する。 

しかしながら，甲８は，本件出願日以降に公開されたものであり，そこに記載さ

れた事項は本件出願前に知られていたものではないから，相違点１に係る容易想到

性の判断において，その記載事項を参酌することはできない。 

したがって，原告の主張を採用することはできない。 

ウ 原告は，引用例１においてチォ硫酸ナトリウム５水塩を基材とする融解熱材

料では，硫酸カルシウム半水塩が固液分離剤として機能することが記載されている

から，引用例２において，硫酸カルシウム半水塩と二者択一的に同様の機能を有す
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るものとして認識されている硫酸カルシウム２水塩も，固液分離剤としても機能す

るであろうことが予想されるとして，引用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，

硫酸カルシウム２水塩を適用する動機付けがあることは明らかであると主張する。 

しかしながら，原告が指摘する引用例１及び２の記載は，いずれも硫酸ナトリウ

ム１０水塩を主材とする蓄熱材に関するものではないから，硫酸ナトリウム１０水

塩を主材とする蓄熱材に関する引用発明において，固液分離を防止するために，硫

酸カルシウム２水塩を用いることを動機付けるものということはできない。 

７ 結論 

以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。 

    知的財産高等裁判所４部 
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